
議案第５６号 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び

勤勉手当に関する規則等の一部改正について  
北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則を次のように定める。 
  令和７年３月２７日提出 
                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 

提案理由 子育て部分休暇の新設等に伴い、関係規定を改める必要があるの

で、この規則案を提出する。 
 
 



 



令 和 ７ 年 ３ 月 

教育委員会教職員課 

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部改正について 

１ 改正理由 

（１）本市独自の仕事と育児の両立支援制度の拡充 

令和６年度の本市人事委員会勧告・報告の言及を踏まえ、仕事と育児の両立支援

制度の拡充を目的に、令和７年４月１日から子育て部分休暇を新設するため、北九

州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇等に関

する条例（平成２８年条例第６０条）を別途改正していることから、関連する規則

に子育て部分休暇の施行に必要となる細則等を定めるもの。（２の（１）、２の（３）

及び２の（４）） 

（２）法改正等に伴う関係規定の整備 

  ア 育児介護休業法の改正によるもの 

    子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するため、育児を行う労働者の時間外勤

務制限の対象となる子の年齢を、３歳未満から小学校就学の始期に達するまでに

引き上げる育児介護休業法（育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働

者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６号）のことをいう。）の改正が行わ

れ、令和７年４月１日から施行されることを踏まえ、これらの措置を実施するた

めに必要な改正を行うもの。（２の（２）及び２の（３）） 

イ 人事院規則の改正によるもの 

令和７年４月１日から国の非常勤職員（期間業務員）の病気休暇を有給化する

こととして、人事院規則（人事院規則１５―１５（非常勤職員の勤務時間及び休

暇））が改正されたことを踏まえ、北九州市の会計年度任用職員の病気休暇を有給

とするために必要な改正を行うもの。（２の（２）、２の（３）及び２の（４）） 

 

２ 改正する規則及び内容 

（１）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉手

当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号） 

〇子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間の期末手当及び勤勉手当の

算定上の取扱いについて、類似した部分休業制度との均衡を考慮して次のとおり定

める。 

在職・勤務期間からの除算有無 

 期末手当 勤勉手当 

取得３０日未満 無 無 

取得３０日以上 有（全期間を除算する） 

〇会計年度任用職員が病気休暇により勤務しなかった期間について、常勤教職員と

の均衡を考慮し、勤勉手当の算定にかかる勤務期間から除算しない取扱いとする。 
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（２）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日、休暇

等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１４号） 

〇子育て部分休暇（無給休暇）に関する次の細則を設ける。 

対象 小学校１～６年生（障害のある子は中学校３年生）までの子を養育する

者 

承認期間 

及び取得単位 

・１日２時間以内 

・３０分単位 

承認手続き ・あらかじめ部分休暇を受けようとする期間について教育委員会の承

認を得ること 

・障害のある中学校１年～３年生の子については、障害者手帳その他

の証明書類を提出すること 

失効 

及び取消し 

失効事由： 取得者が産前の休業又は出産した場合、休職又は停職

の処分を受けた場合、子が死亡又は子ではなくなった場合 

取消事由：子を養育しなくなった場合、他の子の休暇を承認しようとす

る場合、異なる内容の休暇を承認しようとする場合 

 

（３）北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休日、

休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第２号） 

〇子育て部分休暇（無給休暇）に関する細則を設ける。

〇改正育児介護休業法の内容を踏まえ、会計年度任用職員が時間外勤務の制限

を申請することができる子の対象年齢について、「３歳に満たない子」から「小学校就

学の始期に達するまでの子」に引き上げる。

〇改正人事院規則１５－１５の内容を踏まえ、会計年度任用職員の病気休暇を有給

とする。 

 

（４）北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第５号） 

〇改正育児介護休業法の内容を踏まえ、会計年度任用職員が時間外勤務の制限を

申請することができる子の対象年齢について、「３歳に満たない子」から「小学校就学

の始期に達するまでの子」に引き上げる。

〇改正後の人事院規則１５－１５の内容を踏まえ、会計年度任用職員の病気休暇を

有給とする。

【参考 会計年度任用職員の病気休暇】 

 改正後（R7.4～） 改正前（～R7.3） 

給与の取扱い 有給 無給 

付与日数 勤務日数に応じて最大１０日 勤務日数に応じて最大１０日 

 

３ 施行期日 

令和７年４月１日 

 
 

 

 

 

  

2



 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤勉

手当に関する規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 
  令和７年３月  日 
                     北九州市教育委員会 
                      教育長 田 島 裕 美 
北九州市教育委員会規則第 号    

北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手

当及び勤勉手当に関する規則等の一部を改正する規則 
（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及び勤

勉手当に関する規則の一部改正）  
第１条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の期末手当及

び勤勉手当に関する規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第１０号）の

一部を次のように改正する。 
  第２０条第２項第５号中「平成２９年北九州市教育委員会規則第１４号）

」の次に「第１６条の２第２項に規定する子育て部分休暇（第９号において

「子育て部分休暇」という 。）、 同規則」を加え、「又は公務外の負傷若し

くは疾病による休暇」を削り、同項中第１０号を第１１号とし、第９号を第

１０号とし、第８号の次に次の１号を加える。 
（９） 子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が３０日を超

える場合には、その勤務しなかった全期間 
第２０条第３項第４号中「第１４条第５項」を「第１４条第６項」に改め

る。 
（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、休日

、休暇等に関する条例施行規則の一部改正）  
第２条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の教職員の勤務時間、

休日、休暇等に関する条例施行規則（平成２９年北九州市教育委員会規則第

１４号）の一部を次のように改正する。 
第７条中第３項を第４項とし、第２項を第３項とし、第１項を第２項とし

、同条に第１項として次の１項を加える。 
  条例第６条第１項の人事委員会規則で定める者は、児童福祉法（昭和２

２年法律第１６４号）第６条の４第１号に規定する養育里親である教職員

（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、

同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として

当該児童を委託することができない教職員に限る。）に同法第２７条第１

項第３号の規定により委託されている当該児童とする。 
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  第９条中第１項を削り、第２項を第１項とし、第３項を第２項とし、同条

第４項中「第２項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とする。 
第１６条の次に次の１条を加える。 

  （子育て部分休暇） 
第１６条の２ 条例第１４条第４項の人事委員会規則で定める子は、次に掲

げる子とする。  
（１） 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある子 
（２） 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児である子で、満１２歳

に達する日後の最初の４月１日から満１５歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にあるもの 
２ 子育て部分休暇（条例第１４条第４項に規定する無給休暇をいう。以下

同じ。）は、教職員が前項各号に掲げる子の養育をする必要がある場合で

あって、１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認め

られるときに受けることができる。 
３ 子育て部分休暇の期間は、第１項各号に掲げる子の養育をするために必

要と認められる期間とする。 
４ 子育て部分休暇は、３０分単位とし、１日を通じ２時間を超えない範囲

内の時間とする。 
  第１７条第１項中「第１４条第４項」を「第１４条第５項」に改め、同条

第２項各号列記以外の部分中「第９条第３項各号」を「第９条第２項各号」

に、「第１４条第４項」を「第１４条第５項」に改める。 
第１８条第１項中「第１４条第４項」を「第１４条第５項」に改める。 

  第１９条第１項中「第１４条第５項」を「第１４条第６項」に改める。 
  第２１条第１項中「有給休暇」の次に「、子育て部分休暇」を加え、同条

中第６項を第９項とし、同条第５項中「以下」を「次項において」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第４項の次に次の３項を加える。 
５ 第１項の規定により子育て部分休暇の承認を受けようとする教職員は、

あらかじめ子育て部分休暇を受けようとする期間（次項において「部分休

暇付与期間」という。）について、教育委員会の承認を受けなければなら

ない。 
６ 教職員が前項の規定により第１６条の２第１項第２号に掲げる子に係る

部分休暇付与期間の承認を受けようとするときは、障害者手帳の写しその

他の証明書類（以下この項において「障害者手帳の写し等」という。）を

提出しなければならない。ただし、部分休暇付与期間の承認を受けた教職
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員が当該部分休暇付与期間に引き続く部分休暇付与期間の承認を受けよう

とする場合において、当初の部分休暇付与期間の承認を受けた際に提出し

た障害者手帳の写し等の内容に変更がないと教育委員会が認めたときは、

この限りでない。 
７ 育児休業法第５条及び第１６条並びに北九州市職員の育児休業等に関す

る条例（平成４年北九州市条例第３号）第１４条の規定は、子育て部分休

暇について準用する。 
  別表第４の１０の項中「第１０条第１項」を「第６条第１項」に改める。 

（北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間、休

日、休暇等に関する規則の一部改正） 
第３条 北九州市教育委員会会計年度任用職員及び臨時的任用職員の勤務時間

、休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 
 第７条第１項本文中「子」の次に「（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員等が当該会計年度任用職

員等との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所

に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に

限る。）であって、当該会計年度任用職員等が現に監護するもの、児童福祉

法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第

６条の４第２号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員等に委託さ

れている児童及び同条第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員等

（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同

項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該

児童を委託することができない会計年度任用職員等に限る。）に同法第２７

条第１項第３号の規定により委託されている当該児童を含む。第１２条第１

項、第１３条第１項及び第１９条の２において同じ 。）」 を加える。 
  第１２条第１項中「３歳に満たない子（民法（明治２９年法律第８９号）

第８１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員等が当該会計年度任用

職員等との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判

所に請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合

に限る。）であって、当該会計年度任用職員等が現に監護するもの、児童福

祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法

第６条の４第２号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員等に委託

されている児童及び同条第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員

等（児童の親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、
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同項の規定により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当

該児童を委託することができない会計年度任用職員等に限る。）に同法第２

７条第１項第３号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この項

及び次条第１項において同じ 。）」 を「小学校就学の始期に達するまでの子

」に改める。 
第１６条第２項中「及び」を「、」に、「無休」を「無給」に改め、「）

」の次に「及び病気休暇」を加え、同条第３項を次のように改める。 
３ 無給休暇は、次の各号に掲げる会計年度任用職員等の区分に応じ、当該

各号に掲げるものとする。 
（１） 会計年度任用職員 特別休暇（別表第３の有給又は無給の別の欄

中無給とされているものに限る 。）、 介護休暇及び介護時間 
（２） 臨時的任用職員 特別休暇（別表第３の有給又は無給の別の欄中

無給とされているものに限る 。）、 子育て部分休暇、介護休暇及び介護

時間 
  第１９条の次に次の１条を加える。 
  （子育て部分休暇） 

第１９条の２ 子育て部分休暇は、臨時的任用職員（教育委員会が別に定め

る者に限る。第２３条第１項及び第６項から第８項までにおいて同じ。）

が次に掲げる子の養育をする必要がある場合であって、１日の勤務時間の

一部につき勤務しないことが相当であると認められるときに受けることが

できる。 
（１） 満６歳に達する日後の最初の４月１日から満１２歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある子 
（２） 児童福祉法第４条第２項に規定する障害児である子で、満１２歳

に達する日後の最初の４月１日から満１５歳に達する日以後の最初の３

月３１日までの間にあるもの 
２ 子育て部分休暇の期間は、第１項各号に掲げる子の養育をするために必

要と認められる期間とする。 
３ 子育て部分休暇は、３０分単位とし、１日を通じ２時間を超えない範囲

内の時間とする。 
  第２３条第１項中「等」の次に「並びに子育て部分休暇を受けようとする

臨時的任用職員」を加え、同条に次の３項を加える。 
６ 第１項の規定により子育て部分休暇の承認を受けようとする臨時的任用

職員は、あらかじめ子育て部分休暇を受けようとする期間（次項において

「部分休暇付与期間」という。）について、教育委員会の承認を受けなけ
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ればならない。 
７ 臨時的任用職員が前項の規定により第１９条の２第１項第２号に掲げる

子に係る部分休暇付与期間の承認を受けようとするときは、障害者手帳の

写しその他の証明書類（以下この項において「障害者手帳の写し等」とい

う。）を提出しなければならない。ただし、部分休暇付与期間の承認を受

けた臨時的任用職員が当該部分休暇付与期間に引き続く部分休暇付与期間

の承認を受けようとする場合において、当初の部分休暇付与期間の承認を

受けた際に提出した障害者手帳の写し等の内容に変更がないと教育委員会

が認めたときは、この限りでない。 
８ 前２項に定めるものを除くほか、臨時的任用職員の子育て部分休暇につ

いては、地方公務員の育児休業等に関する法律第５条及び第１６条並びに

北九州市職員の育児休業等に関する条例（平成４年北九州市条例第３号）

第１４条の規定の適用を受ける職員の例による。 
  別表第３の９の項中「第１２条第１項」を「第７条第１項」に改める。 

（北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の勤務

時間、休日、休暇等に関する規則の一部改正） 
第４条 北九州市立の小学校、中学校及び特別支援学校の会計年度任用職員の

勤務時間、休日、休暇等に関する規則（令和２年北九州市教育委員会規則第

５号）の一部を次のように改正する。 
第７条第１項本文中「子」の次に「（民法（明治２９年法律第８９号）第

８１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員

との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請

求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る

。）であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法（昭

和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条の

４第２号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている

児童及び同条第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員（児童の親

その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定に

より、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託

することができない会計年度任用職員に限る。）に同法第２７条第１項第３

号の規定により委託されている当該児童を含む。第１１条第１項及び第１２

条第１項において同じ 。）」 を加える。 
第１１条第１項中「３歳に満たない子（民法（明治２９年法律第８９号）

第８１７条の２第１項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職

員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に
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請求した者（当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限

る。）であって、当該会計年度任用職員が現に監護するもの、児童福祉法（

昭和２２年法律第１６４号）第２７条第１項第３号の規定により同法第６条

の４第２号に規定する養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されてい

る児童及び同条第１号に規定する養育里親である会計年度任用職員（児童の

親その他の同法第２７条第４項に規定する者の意に反するため、同項の規定

により、同法第６条の４第２号に規定する養子縁組里親として当該児童を委

託することができない会計年度任用職員に限る。）に同法第２７条第１項第

３号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この項及び次条第１

項において同じ 。）」 を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改める。 
  第１５条第２項中「及び」を「、」に改め、「）」の次に「及び病気休暇

」を加え、同条第３項中「、病気休暇」を削る。 
  別表第３の９の項中「第１１条第１項」を「第７条第１項」に改める。 
   付 則 
 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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４
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介
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度
に
６

12



新
 

旧
 

０
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間

勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
６
０

日
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
と
す
る
。
 

（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
 
略
 

３
～
５
 
 
略
 

（
介
護
時
間
）
 

第
１
８
条
 
介
護
時
間
（
条
例
第
１
４
条
第
５
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
教
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と

す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
３
年
の
期
間
（
当
該
期
間
内
に
当
該
要
介
護
者

に
係
る
前
条
第
２
項
に
定
め
る
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
又
は
日
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

期
間
又
は
日
数
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
１
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
４
 
 
略
 

（
組
合
休
暇
）
 

第
１
９
条
 
組
合
休
暇
（
条
例
第
１
４
条
第
６
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
休
暇
年
度
に
３
０
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職

員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休

業
教
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。

０
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
又
は
任
期
付
短
時
間

勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
定
年
前
再

任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
６
０

日
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
教
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た

日
数
（
１
日
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め
ら
れ
る
日
数
と
す
る
。
 

（
１
）
 
 
略
 

（
２
）
 
 
略
 

３
～
５
 
 
略
 

（
介
護
時
間
）
 

第
１
８
条
 
介
護
時
間
（
条
例
第
１
４
条
第
４
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
教
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と

す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
３
年
の
期
間
（
当
該
期
間
内
に
当
該
要
介
護
者

に
係
る
前
条
第
２
項
に
定
め
る
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
又
は
日
数
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

期
間
又
は
日
数
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
１
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
～
４
 
 
略
 

（
組
合
休
暇
）
 

第
１
９
条
 
組
合
休
暇
（
条
例
第
１
４
条
第
５
項
に
規
定
す
る
無
給
休
暇
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
は
、
休
暇
年
度
に
３
０
日
（
高
齢
者
部
分
休
業
教
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職

員
又
は
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
（
１
週
間
当
た
り
の
勤
務
日
数
が
５
日
の
高
齢
者
部
分
休

業
教
職
員
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
教
職
員
及
び
任
期
付
短
時
間
勤
務
教
職
員
を
除
く
。
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新
 

旧
 

）
に
あ
っ
て
は
、
３
０
日
に
第
１
７
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

 
（
病
気
休
暇
等
の
手
続
）
 

第
２
１
条
 
条
例
第
１
４
条
第
３
項
の
有
給
休
暇
、
子
育
て
部
分
休
暇
、
介
護
休
暇
、
介
護
時
間

及
び
組
合
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
４
 
 
略
 

５
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
教
職
員
は
、
あ
ら
か

じ
め
子
育
て
部
分
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
（
以
下
「
部
分
休
暇
付
与
期
間
」
と
い
う
。

）
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
教
職
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
１
６
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
子
に
係
る
部
分
休

暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
障
害
者
手
帳
そ
の
他
の
証
明
書
類
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
者
手
帳
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

、
部
分
休
暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
た
教
職
員
が
当
該
部
分
休
暇
付
与
期
間
に
引
き
継
ぐ
部

分
休
暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
初
の
部
分
休
暇
付
与
期
間

の
承
認
を
受
け
た
際
に
提
出
し
た
障
害
者
手
帳
等
の
内
容
に
変
更
が
な
い
と
教
育
委
員
会
が
認

め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

７
 
育
児
休
業
法
第
５
条
及
び
第
１
６
条
並
び
に
北
九
州
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
４
年
北
九
州
市
条
例
第
３
号
）
第
１
４
条
の
規
定
は
、
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
準

）
に
あ
っ
て
は
、
３
０
日
に
第
１
７
条
第
２
項
各
号
に
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
日
数
（
１
日

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
し
て
得
た
日
数
）
）
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
 
略
 

３
 
 
略
 

（
病
気
休
暇
等
の
手
続
）
 

第
２
１
条
 
条
例
第
１
４
条
第
３
項
の
有
給
休
暇
、
介
護
休
暇
、
介
護
時
間
及
び
組
合
休
暇
を
受

け
よ
う
と
す
る
教
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ２
～
４
 
 
略
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新
 

旧
 

用
す
る
。
 

８
 
 
略
 

９
 
 
略
 

別
表
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）

 

特
別
休
暇
の
基
準

 

理
由

 
期
間
又
は
日
数

 
備
考

 

略
 

１
０
 
子
等
の

看
護
又
は
行

事
へ
の
参
加

 

            

略
 

（
１
）
 
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
（
配
偶
者
等
の
子
及
び
条
例
第

６
条
第
１
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ

る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養
育

す
る
教
職
員
又
は
１
２
歳
に
達
す
る

日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で

の
間
に
あ
る
孫
（
子
の
子
を
い
う
。

以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

有
す
る
教
職
員
が
、
そ
の
子
若
し
く

は
そ
の
孫
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

「
そ
の
子
等
」
と
い
う
。
）
の
看
護

 

 
 

 

 ５
 
 
略
 

６
 
 
略
 

別
表
第
４
（
第
１
６
条
関
係
）

 

特
別
休
暇
の
基
準

 

理
由

 
期
間
又
は
日
数

 
備
考

 

略
 

１
０
 
子
等
の

看
護
又
は
行

事
へ
の
参
加

 

            略
 

（
１
）
 
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
（
配
偶
者
等
の
子
及
び
条
例
第

１
０
条
第
１
項
に
お
い
て
子
に
含
ま

れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
養

育
す
る
教
職
員
又
は
１
２
歳
に
達
す

る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま

で
の
間
に
あ
る
孫
（
子
の
子
を
い
う

。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
有
す
る
教
職
員
が
、
そ
の
子
若
し

く
は
そ
の
孫
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
そ
の
子
等
」
と
い
う
。
）
の
看
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新
 

旧
 

 
 

 

 
 

（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か

っ
た
そ
の
子
等
の
世
話
又
は
疾
病
の

予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と

し
て
教
育
長
が
定
め
る
そ
の
子
等
の

世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
又
は

そ
の
子
等
が
在
籍
す
る
幼
稚
園
、
保

育
所
、
小
学
校
等
が
実
施
す
る
行
事

へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
 
 
略

 

（
３
）
 
 
略

 

略
 

  

 
 

 

 
 

護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か

か
っ
た
そ
の
子
等
の
世
話
又
は
疾
病

の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の

と
し
て
教
育
長
が
定
め
る
そ
の
子
等

の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。
）
又

は
そ
の
子
等
が
在
籍
す
る
幼
稚
園
、

保
育
所
、
小
学
校
等
が
実
施
す
る
行

事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
 
 
略

 

（
３
）
 
 
略

 

略
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北
九
州
市
教
育
委
員
会
会
計
年
度
任
用
職
員
及
び
臨
時
的
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
 

新
 

旧
 

（
育
児
時
間
）
 

第
７
条
 
生
後
１
年
に
達
し
な
い
子
（
民
法
（
明
治
２
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
８
１
７
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
等
と
の
間
に
お
け

る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請

求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
会

計
年
度
任
用
職
員
等
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号

）
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組

里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
条
第
１
号
に
規
定
す
る

養
育
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
２
７
条
第
４
項
に
規

定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す

る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
等
に

限
る
。
）
に
同
法
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
に
申
し

出
て
、
休
憩
時
間
の
ほ
か
、
１
日
に
つ
い
て
２
回
（
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の
う
ち
１
日

の
勤
務
時
間
が
４
時
間
以
下
で
あ
る
日
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
日
に
つ

い
て
１
回
）
、
１
回
に
つ
い
て
３
０
分
の
育
児
時
間
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
配

偶
者
が
同
一
の
日
に
お
い
て
育
児
時
間
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
る
場
合

の
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
育
児
時
間
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。
 

２
 
 
略
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
時
間
外
勤
務
等
の
制
限
）
 

第
１
２
条
 
教
育
委
員
会
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
会
計
年
度
任
用

（
育
児
時
間
）
 

第
７
条
 
生
後
１
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委

員
会
に
申
し
出
て
、
休
憩
時
間
の
ほ
か
、
１
日
に
つ
い
て
２
回
（
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員

の
う
ち
１
日
の
勤
務
時
間
が
４
時
間
以
下
で
あ
る
日
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
日
に
つ
い
て
１
回
）
、
１
回
に
つ
い
て
３
０
分
の
育
児
時
間
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
配
偶
者
が
同
一
の
日
に
お
い
て
育
児
時
間
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を

受
け
る
場
合
の
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
育
児
時
間
は
、
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
。
 

           ２
 
 
略
 

（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
時
間
外
勤
務
等
の
制
限
）
 

第
１
２
条
 
教
育
委
員
会
は
、
３
歳
に
満
た
な
い
子
（
民
法
（
明
治
２
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第

17
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職
員
等
が
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
一
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
初
日
及
び
期
間
（
１

年
又
は
１
年
に
満
た
な
い
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
明
ら

か
に
し
て
、
当
該
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
第
９
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
制
限
に
つ
い
て
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
業

務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
条
に
規

定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

           ２
 
 
略
 

（
休
暇
の
種
類
）
 

第
１
６
条
 
 
略
 

２
 
有
給
休
暇
は
、
年
次
休
暇
、
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
有
給
と

８
１
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
等

と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し

た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ

っ
て
、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
等
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法

律
第
１
６
４
号
）
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定

す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
条
第
１

号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
２
７

条
第
４
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４
第

２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
会
計
年
度

任
用
職
員
等
に
限
る
。
）
に
同
法
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る

当
該
児
童
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
会
計
年
度
任

用
職
員
等
が
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
一
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
初
日
及
び
期
間
（

１
年
又
は
１
年
に
満
た
な
い
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
明

ら
か
に
し
て
、
当
該
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
第
９
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る

こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
制
限
に
つ
い
て
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の

業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
条
に

規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
 
略
 

（
休
暇
の
種
類
）
 

第
１
６
条
 
 
略
 

２
 
有
給
休
暇
は
、
年
次
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
休
の
別
の
欄
中
有
給
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さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
病
気
休
暇
と
す
る
。
 

３
 
無
給
休
暇
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。
 

（
１
）
 
会
計
年
度
任
用
職
員
 
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
無
給

と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
 

（
２
）
 
臨
時
的
任
用
職
員
 
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
無
給
と

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
、
子
育
て
部
分
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
 

（
子
育
て
部
分
休
暇
）
 

第
１
９
条
の
２
 
子
育
て
部
分
休
暇
は
、
臨
時
的
任
用
職
員
（
教
育
委
員
会
が
別
に
定
め
る
者
に

限
る
。
第
２
３
条
第
１
項
及
び
第
６
項
か
ら
第
８
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
次
に
掲
げ
る

子
（
配
偶
者
等
の
子
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
養
育
を
す
る
必
要
が
あ
る

場
合
で
あ
っ
て
、
１
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
と
き
に
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
１
）
 
満
６
歳
に
達
す
る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
満
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
 

（
２
）
 
児
童
福
祉
法
第
４
条
第
２
項
に
規
定
す
る
障
害
児
で
あ
る
子
で
、
満
１
２
歳
に
達
す

る
日
後
の
最
初
の
４
月
１
日
か
ら
満
１
５
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で

の
間
に
あ
る
も
の
 

２
 
子
育
て
部
分
休
暇
の
期
間
は
、
１
日
に
つ
き
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら

れ
る
期
間
と
す
る
。
 

３
 
子
育
て
部
分
休
暇
の
単
位
は
、
３
０
分
と
す
る
。
 

４
 
子
育
て
部
分
休
暇
は
、
１
日
を
通
じ
、
２
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。
 

と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

３
 
無
給
休
暇
は
、
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
無
給
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
と
す
る
。
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（
特
別
休
暇
等
の
手
続
）
 

第
２
３
条
 
特
別
休
暇
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
計
年
度

任
用
職
員
等
並
び
に
子
育
て
部
分
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
は
、
あ
ら
か
じ

め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
～
５
 
 
略
 

６
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
子
育
て
部
分
休
暇
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
臨
時
的
任
用
職
員
は

、
あ
ら
か
じ
め
子
育
て
部
分
休
暇
を
受
け
よ
う
と
す
る
期
間
（
以
下
「
部
分
休
暇
付
与
期
間
」

と
い
う
。
）
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
臨
時
的
任
用
職
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
１
９
条
の
２
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
子
に
係

る
部
分
休
暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
障
害
者
手
帳
そ
の
他
の
証
明
書

類
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
障
害
者
手
帳
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。
た
だ
し
、
部
分
休
暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
た
臨
時
的
任
用
職
員
が
当
該
部
分
休
暇
付
与

期
間
に
引
き
続
く
部
分
休
暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
初
の

部
分
休
暇
付
与
期
間
の
承
認
を
受
け
た
際
に
提
出
し
た
障
害
者
手
帳
等
の
内
容
に
変
更
が
な
い

と
教
育
委
員
会
が
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

８
 
前
２
項
に
定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
臨
時
的
任
用
職
員
の
子
育
て
部
分
休
暇
に
つ
い
て
は

、
育
児
休
業
法
第
５
条
及
び
第
１
６
条
並
び
に
北
九
州
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

（
平
成
４
年
北
九
州
市
条
例
第
３
号
）
第
１
４
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る

。
 

   

（
特
別
休
暇
等
の
手
続
）
 

第
２
３
条
 
特
別
休
暇
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
を
受
け
よ
う
と
す
る
会
計
年
度

任
用
職
員
等
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員
会
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 ２
～
５
 
 
略
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別
表
第
３
（
第
１
６
条
、
第
１
８
条
関
係
）
 

特
別
休
暇
の
基
準
 

理
由
 

有
給
又
は

無
給
の
別
 

期
間
又
は
日
数
 

備
考
 

略
 

９
 
子
等
の

看
護
又
は

行
事
へ
の

参
加
 

            

略
 

（
１
）
 
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
（
配
偶
者
等
の
子
及
び
第
７
条

第
１
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る
も

の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の

号
及
び
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
等

又
は
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る

孫
（
子
の
子
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
等
が
、
そ
の
子
若
し

く
は
そ
の
孫
（
以
下
こ
の
号
に
お
い

て
「
そ
の
子
等
」
と
い
う
。
）
の
看

護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
 

 
 

 
 

別
表
第
３
（
第
１
６
条
、
第
１
８
条
関
係
）
 

特
別
休
暇
の
基
準
 

理
由
 

有
給
又
は

無
給
の
別
 

期
間
又
は
日
数
 

備
考
 

略
 

９
 
子
等
の

看
護
又
は

行
事
へ
の

参
加
 

            

略
 

（
１
）
 
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ

る
子
（
配
偶
者
等
の
子
及
び
第
１
２

条
第
１
項
に
お
い
て
子
に
含
ま
れ
る

も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ

の
号
及
び
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
を
養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員

等
又
は
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の

最
初
の
３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ

る
孫
（
子
の
子
を
い
う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
会

計
年
度
任
用
職
員
等
が
、
そ
の
子
若

し
く
は
そ
の
孫
（
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
「
そ
の
子
等
」
と
い
う
。
）
の

看
護

（
負

傷
し

、
若

し
く

は
疾

病
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か
っ
た
そ
の
子
等
の
世
話
又
は
疾
病

の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の

と
し
て
教
育
委
員
会
が
定
め
る
そ
の

子
等
の
世
話
を
行
う
こ
と
を
い
う
。

）
又
は
そ
の
子
等
が
在
籍
す
る
幼
稚

園
、
保
育
所
、
小
学
校
等
が
実
施
す

る
行
事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な

い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
す
る

。
 

（
２
）
～
（
４
）
 
 
略
 

略
 

    

 

 
 

 

 
 

に
か

か
っ

た
そ

の
子

等
の

世
話

又

は
疾

病
の

予
防

を
図

る
た

め
に

必

要
な

も
の

と
し

て
教

育
委

員
会

が

定
め

る
そ

の
子

等
の

世
話

を
行

う

こ
と

を
い

う
。

）
又

は
そ

の
子

等

が
在

籍
す

る
幼

稚
園

、
保

育
所

、

小
学

校
等

が
実

施
す

る
行

事
へ

の

参
加

の
た

め
勤

務
し

な
い

こ
と

が

相
当

で
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

合

に
与

え
ら

れ
る

も
の

と
す

る
。

 

（
２

）
～

（
４

）
 

 
略
 

略
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北
九
州
市
立
の
小
学
校
、
中
学
校
及
び
特
別
支
援
学
校
の
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
 

新
 

旧
 

（
育
児
時
間
）
 

第
７
条
 
生
後
１
年
に
達
し
な
い
子
（
民
法
（
明
治
２
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第
８
１
７
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同

項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に

係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
会
計
年

度
任
用
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１
６
４
号
）
第
２

７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で

あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
条
第
１
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親

で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
２
７
条
第
４
項
に
規
定
す
る
者
の

意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組

里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に
限
る
。
）
に
同

法
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
を
含
む
。
以
下
第
１

１
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
あ
ら
か
じ

め
教
育
委
員
会
に
申
し
出
て
、
休
憩
時
間
の
ほ
か
、
１
日
に
つ
い
て
２
回
（
第
１
号
会
計
年
度

任
用
職
員
の
う
ち
１
日
の
勤
務
時
間
が
４
時
間
以
下
で
あ
る
日
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
者
に
あ

っ
て
は
、
当
該
日
に
つ
い
て
１
回
）
、
１
回
に
つ
い
て
３
０
分
の
育
児
時
間
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
た
だ
し
、
配
偶
者
(届

出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を

含
む
。
以
下
同
じ
。
)が

同
一
の
日
に
お
い
て
育
児
時
間
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）

を
受
け
る
場
合
の
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
育
児
時
間
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。
 

２
 
 
略
 

 
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
等
の
制
限
）
 

（
育
児
時
間
）
 

第
７
条
 
生
後
１
年
に
達
し
な
い
子
を
育
て
る
会
計
年
度
任
用
職
員
は
、
あ
ら
か
じ
め
教
育
委
員

会
に
申
し
出
て
、
休
憩
時
間
の
ほ
か
、
１
日
に
つ
い
て
２
回
（
第
１
号
会
計
年
度
任
用
職
員
の

う
ち
１
日
の
勤
務
時
間
が
４
時
間
以
下
で
あ
る
日
が
割
り
振
ら
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当

該
日
に
つ
い
て
１
回
）
、
１
回
に
つ
い
て
３
０
分
の
育
児
時
間
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た

だ
し
、
配
偶
者
(届

出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下

同
じ
。
)が

同
一
の
日
に
お
い
て
育
児
時
間
（
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
受
け
る
場

合
の
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
の
育
児
時
間
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
。
 

           ２
 
 
略
 

 
（
育
児
又
は
介
護
を
行
う
会
計
年
度
任
用
職
員
の
時
間
外
勤
務
等
の
制
限
）
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新
 

旧
 

第
１
１
条
 
教
育
委
員
会
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
会
計
年
度
任
用

職
員
が
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
一
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
初
日
及
び
期
間
（
１
年

又
は
１
年
に
満
た
な
い
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
明
ら
か

に
し
て
、
当
該
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
第
９
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と

の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
の
制
限
に
つ
い
て
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
業
務
を

処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
条
に
規
定
す

る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

           ２
 
 
略
 

（
休
暇
の
種
類
）
 

第
１
５
条
 
 
略
 

第
１
１
条
 
教
育
委
員
会
は
、
３
歳
に
満
た
な
い
子
（
民
法
（
明
治
２
９
年
法
律
第
８
９
号
）
第

８
１
７
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
計
年
度
任
用
職
員
が
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
と
の

間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て

、
当
該
会
計
年
度
任
用
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
２
２
年
法
律
第
１

６
４
号
）
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定
す
る
養

子
縁
組
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
同
条
第
１
号
に
規
定

す
る
養
育
里
親
で
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の
同
法
第
２
７
条
第
４
項
に

規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
６
条
の
４
第
２
号
に
規
定

す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
会
計
年
度
任
用
職
員
に

限
る
。
）
に
同
法
第
２
７
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
を
含

む
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
あ
る
会
計
年
度
任
用
職
員
が
、
当

該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
、
一
の
期
間
に
つ
い
て
、
そ
の
初
日
及
び
期
間
（
１
年
又
は
１
年
に

満
た
な
い
月
を
単
位
と
す
る
期
間
に
限
る
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
明
ら
か
に
し
て
、
当

該
初
日
の
前
日
ま
で
に
、
第
９
条
に
規
定
す
る
勤
務
（
災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い

事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
制
限
に

つ
い
て
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
会
計
年
度
任
用
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た

め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
 
略
 

（
休
暇
の
種
類
）
 

第
１
５
条
 
 
略
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新
 

旧
 

２
 
有
給
休
暇
は
、
年
次
休
暇
、
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
有
給
と

さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
病
気
休
暇
と
す
る
。
 

３
 
無
給
休
暇
は
、
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
無
給
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
と
す
る
。
 

別
表
第
３
（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
関
係
）

 

特
別
休
暇
の
基
準

 

理
由

 
有
給
又
は

無
給
の
別

 

期
間
又

は
日
数

 

備
考

 

略
 

９
 
子
等

の
看
護
又

は
行
事
へ

の
参
加

 

略
 

略
 

（
１
）
 
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者

等
の
子
及
び
第
７
条
第
１
項
に
お
い
て
子
に

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
１
２
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま

で
の
間
に
あ
る
孫
（
子
の
子
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
若
し
く
は
そ
の

孫
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
そ
の
子
等
」

と
い
う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は

２
 
有
給
休
暇
は
、
年
次
休
暇
及
び
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
有
給

と
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。
 

３
 
無
給
休
暇
は
、
特
別
休
暇
（
別
表
第
３
の
有
給
又
は
無
給
の
別
の
欄
中
無
給
と
さ
れ
て
い
る

も
の
に
限
る
。
）
、
病
気
休
暇
、
介
護
休
暇
及
び
介
護
時
間
と
す
る
。
 

別
表
第
３
（
第
１
５
条
、
第
１
７
条
関
係
）

 

特
別
休
暇
の
基
準

 

理
由

 
有
給
又
は

無
給
の
別

 

期
間
又

は
日
数

 

備
考

 

略
 

９
 
子
等

の
看
護
又

は
行
事
へ

の
参
加

 

略
 

略
 

（
１
）
 
１
２
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

３
月
３
１
日
ま
で
の
間
に
あ
る
子
（
配
偶
者

等
の
子
及
び
第
１
１
第
１
項
に
お
い
て
子
に

含
ま
れ
る
も
の
と
さ
れ
る
者
を
含
む
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

養
育
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
又
は
１
２
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
３
１
日
ま

で
の
間
に
あ
る
孫
（
子
の
子
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
会
計

年
度
任
用
職
員
が
、
そ
の
子
若
し
く
は
そ
の

孫
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
そ
の
子
等
」

と
い
う
。
）
の
看
護
（
負
傷
し
、
若
し
く
は
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新
 

旧
 

疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
等
の
世
話
又
は
疾

病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
市
長
が
定
め
る
そ
の
子
等
の
世
話
を
行
う

こ
と
を
い
う
。
）
又
は
そ
の
子
等
が
在
籍
す

る
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
等
が
実
施
す

る
行
事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ
と

が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与
え

ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
～
（
４
）
 
 
略

 

略
 

 

疾
病
に
か
か
っ
た
そ
の
子
等
の
世
話
又
は
疾

病
の
予
防
を
図
る
た
め
に
必
要
な
も
の
と
し

て
教
育
長
が
定
め
る
そ
の
子
等
の
世
話
を
行

う
こ
と
を
い
う
。
）
又
は
そ
の
子
等
が
在
籍

す
る
幼
稚
園
、
保
育
所
、
小
学
校
等
が
実
施

す
る
行
事
へ
の
参
加
の
た
め
勤
務
し
な
い
こ

と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
与

え
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

 

（
２
）
～
（
４
）
 
 
略

 

略
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